
平
成
二
十
年
六
月
六
日
受
領

答
弁
第
四
三
九
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
三
九
号

平
成
二
十
年
六
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
有
明
海
の
浄
化
と
漁
業
環
境
の
改
善
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
提
出
有
明
海
の
浄
化
と
漁
業
環
境
の
改
善
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

諫
早
湾
に
お
け
る
タ
イ
ラ
ギ
漁
業
の
不
漁
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
ラ
ギ
資
源
の
減
少
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
有
明

海
・
八
代
海
総
合
調
査
評
価
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
た
委
員
会
報
告
に
お
い
て
も
、
長
崎
県
海
域
に
お
け
る
タ
イ
ラ
ギ
資
源

の
減
少
要
因
、
大
量
へ
い
死
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
解
明
し
て
い
く
べ
き
課
題

と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
西
海
区
水
産
研
究
所
が
、
関
係
県
と
連
携
し
て
、

有
明
海
に
お
け
る
タ
イ
ラ
ギ
資
源
の
減
少
要
因
の
解
明
に
向
け
、
タ
イ
ラ
ギ
の
大
量
へ
い
死
に
つ
い
て
の
環
境
要
因
及
び
生

理
要
因
の
関
連
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
九
州
農
政
局
が
諫
早
湾
内
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
底
質
の
泥
分
の
長
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
、
平
成
元
年
か
ら

継
続
し
て
同
一
の
調
査
地
点
に
お
い
て
海
底
面
か
ら
一
定
の
深
さ
ま
で
の
底
泥
を
採
取
し
粒
度
組
成
を
求
め
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
底
質
の
経
年
的
な
変
化
の
傾
向
を
把
握
で
き
る
調
査
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
〇
三
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二
の

�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
長
崎
県
か
ら
は
、
平
成
十
九
年
八
月
二
十
二
日
に
漁
業
者
か
ら
諫
早
湾
内
の
小
長
井

町
地
先
に
お
け
る
ア
サ
リ
の
へ
い
死
情
報
が
寄
せ
ら
れ
、
同
月
二
十
六
日
に
一
斉
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
時
点
で
の
ア
サ
リ

の
へ
い
死
状
況
を
確
認
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

前
々
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
八
四
号
。
以
下
「
前
々
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
平
成
十
九
年
八
月
の
諫
早
湾
に
お
け
る
ア
サ
リ
の
へ
い
死
に
つ
い

て
は
、
赤
潮
、
貧
酸
素
水
塊
を
始
め
と
す
る
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
影
響
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

一
般
的
に
、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
変
化
に
は
複
合
的
な
要
因
が
あ
り
、
下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
事
業
及
び
農
業
集
落

排
水
処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
み
に
起
因
す
る
有
明
海
及
び
八
代
海
に
お
け
る
水
質
の
変
化
は
測
定
で
き
な
い
た

め
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条

二



第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
（
以
下
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
を
含
む
市
町
村
に
お
け
る
下
水
道
に
係
る
処
理
人
口
は
、

平
成
十
四
年
度
末
時
点
の
約
百
六
十
一
万
人
か
ら
平
成
十
八
年
度
末
現
在
で
約
百
九
十
五
万
人
に
増
加
し
、
農
業
集
落
排
水

処
理
施
設
に
係
る
処
理
人
口
は
、
平
成
十
四
年
度
末
時
点
の
約
十
三
万
人
か
ら
平
成
十
八
年
度
末
現
在
で
約
十
七
万
人
に
増

加
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
処
理
施
設
に
お
い
て
削
減
さ
れ
る
化
学
的
酸
素
要
求
量
（
以
下
「
Ｃ
Ｏ
Ｄ
」
と
い

う
。
）
の
総
量
も
増
加
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
の
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

漁
場
環
境
保
全
創
造
事
業
に
つ
い
て
は
、
前
々
回
答
弁
書
三
の
�
に
つ
い
て
の
�
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
平
成
十
五
年

度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
有
明
海
に
お
け
る
実
施
状
況
は
、
覆
砂
四
百
四
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
作
れ
い
十
四
・
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
耕
う
ん
五
千
四
百
七
十
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
答
弁
書
三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
同
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
例
え
ば
、
福
岡
県
や
熊
本
県
に
よ
れ
ば
、
ア
サ
リ
の
漁
獲
量
が
増
加
す

る
等
の
漁
場
改
善
の
成
果
が
み
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
事
業
の
事
前
評
価
に
お
い
て
、
漁
獲
可
能
資
源
の
維
持
・

培
養
に
よ
り
、
ア
サ
リ
の
漁
獲
量
の
増
加
が
期
待
で
き
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
事
業
の
実
施
に
よ
り
見

込
ま
れ
る
漁
獲
可
能
資
源
の
維
持
・
培
養
等
の
効
果
を
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
で
除
し
た
費
用
便
益
比
率
は
、
一
・
二

三



八
か
ら
三
・
九
一
と
な
っ
て
お
り
、
事
業
の
実
施
に
よ
り
見
込
ま
れ
る
効
果
が
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
上
回
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

環
境
省
が
実
施
し
て
い
る
「
発
生
負
荷
量
等
算
定
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
指
定
地
域
を
対
象
に
調
査
を
開
始
し
た
平
成
十
三

年
度
及
び
最
新
の
調
査
年
の
平
成
十
六
年
度
の
生
活
系
排
水
の
一
日
当
た
り
の
Ｃ
Ｏ
Ｄ
の
発
生
負
荷
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十

三
・
八
ト
ン
及
び
四
十
六
・
七
ト
ン
と
な
っ
て
お
り
一
日
当
た
り
七
・
一
ト
ン
減
少
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

短
期
開
門
調
査
に
お
け
る
水
質
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
外
一
名
提
出
諫
早
湾
干
拓
事
業
の
進

行
に
伴
う
漁
業
被
害
と
環
境
破
壊
拡
大
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
内
閣
衆

質
一
五
六
第
一
二
五
号
）
（
十
六
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
短
期
開
門
調
査
に
お
い
て
は
、
海
水
導
入
に
よ
っ

て
調
整
池
の
Ｃ
Ｏ
Ｄ
等
の
濃
度
は
低
下
し
た
が
、
一
方
で
、
海
域
へ
の
排
水
量
は
増
加
し
、
海
域
へ
の
負
荷
量
は
海
水
導
入

四



前
に
比
べ
む
し
ろ
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
前
回
答
弁
書
四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
排
水
門
付
近
で
洗
掘
を
生
じ
さ
せ
な
い
開
門
方

法
に
つ
い
て
は
、
潮
位
や
潮
流
な
ど
に
与
え
る
変
化
が
小
さ
い
た
め
、
短
期
開
門
調
査
で
得
ら
れ
た
成
果
以
上
の
知
見
は
得

ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
五
の
�
に
つ
い
て
で
お
示
し
し
た
デ
ー
タ
は
、
調
整
池
の
水
質
の
適
正
な
評
価
を
目
的
と
し
て
、
水
質
汚
濁

防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
水
質
調
査
等
を
行
う
際
の
準
拠
す
べ
き
原
則
的
な

方
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
水
質
調
査
方
法
に
よ
り
、
降
雨
等
の
影
響
を
受
け
な
い
晴
天
時
に
行
う
月
一
回
の
調
査
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
週
一
回
の
調
査
は
、
水
質
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
構
築
等
を
目
的
と
し

て
気
象
条
件
に
関
係
な
く
行
う
も
の
で
あ
り
、
調
査
の
条
件
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
調
査
結
果
を
単
純
に
比

較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
九
州
農
政
局
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
諫
早
湾
干
拓
調
整
池
等
水
質
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
度
に
行
っ

五



た
調
整
池
の
水
質
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
を
用
い
た
検
討
の
際
に
は
、
平
成
四
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
お
い

て
実
施
し
た
生
活
系
排
水
、
農
地
等
の
Ｃ
Ｏ
Ｄ
、
窒
素
及
び
リ
ン
の
発
生
負
荷
量
の
調
査
の
結
果
等
を
活
用
し
、
平
成
十
五

年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
に
お
い
て
調
整
池
に
流
入
し
た
有
機
物
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
Ｄ
、
窒
素
及
び
リ
ン
の
総
量
を
水
質
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
に
よ
り
試
算
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
水
質
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
妥
当
性
は
確
保
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

調
整
池
の
Ｃ
Ｏ
Ｄ
の
量
は
、
底
泥
の
巻
上
げ
だ
け
で
な
く
、
他
の
様
々
な
要
因
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
潜
堤
自
体

の
効
果
に
つ
い
て
は
、
諫
早
湾
干
拓
調
整
池
等
水
質
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
度
に
行
っ
た
調
整
池
の
水
質
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
を
用
い
た
検
討
の
結
果
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

前
々
回
答
弁
書
五
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
調
整
池
の
水
質
に
つ
い
て
は
、
調
整
池
に
流
入
す
る
河
川
等

か
ら
の
有
機
物
、
窒
素
及
び
リ
ン
の
削
減
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
等
に
よ
り
、
水
質
保
全
目
標
値
に
達
し
な
い
状
態
が
続
い

て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六



な
お
、
潮
受
堤
防
の
締
切
り
以
降
に
諫
早
湾
干
拓
調
整
池
水
質
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
水
質
予
測
の
検
討
結
果
に
つ

い
て
記
し
た
「
諫
早
湾
干
拓
調
整
池
等
水
質
委
員
会
検
討
結
果
の
取
り
ま
と
め
」
に
お
い
て
も
、
水
田
及
び
畑
か
ら
の
負
荷

並
び
に
生
活
系
排
出
負
荷
の
削
減
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

岡
山
県
が
、
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
策
定

し
た
児
島
湖
に
係
る
第
四
期
湖
沼
水
質
保
全
計
画
に
つ
い
て
平
成
十
九
年
三
月
に
公
表
し
た
評
価
結
果
に
よ
れ
ば
、
児
島
湖

流
域
に
お
け
る
下
水
道
の
整
備
等
の
水
質
汚
濁
発
生
源
対
策
、
流
入
河
川
等
の
浄
化
対
策
及
び
底
泥
の
し
ゅ
ん
せ
つ
等
の
湖

内
対
策
の
効
果
が
相
ま
っ
て
児
島
湖
の
Ｃ
Ｏ
Ｄ
が
低
下
し
た
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

七


